
 

 

 

 

 

産業振興・武蔵野商工会議所 第３次中期行動計画 
―令和４年度〜令和９年度― 

 

 

＜改定の目的＞ 

新型コロナウイルス感染症の世界的流行による未曾有の経済危機に見舞われる一方、新たに掘

り起こされたニーズや価値観、新生活様式など大きな変化を迎えており、新たなビジネスが創出

される契機となっている。また、中小企業は資金繰り、雇用や人材育成、IT 化への対応、事業の

再構築や経営戦略の見直しなど多くの課題に直面している。 

 今後、これらの大きな経済社会の潮流に対応するとともに、地域経済の一層の活性化と持続的

な発展を実現していくためにも、現中期ビジョンを継承した中期行動計画を作成し、各年度の事

業を計画的に推進していく上での基本的な指針とすることとした。 

 

Ⅰ．計画の位置付け 

この行動計画は、武蔵野商工会議所定款に定める設置目的（第１条 本商工会議所は、地区内にお

ける商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増

進に資し、もってわが国商工業の発展に寄与することを目的とする。）に沿って制定されるものであ

り、同時に、各年度の事業計画の上位計画として位置付けられる。 

 

 



 

 

Ⅱ．武蔵野商工会議の目指すべき行動指針 

 商工会議所が地域の商工業者を構成員とする会員制組織であると同時に、中小企業支援と地域経済

の活性化を図る、地域総合経済団体であることに照らして、次の３点を行動 

指針として定める。 

 

 

 

 

 

Ⅲ．具体的な取り組み   

 設置目的、行動指針を踏まえ、会議所運営 5 つの柱を軸に各種事業を推し進めていくとともに、

継続的な事業遂行のために会議所の持続的な運営基盤の構築を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ．会員に信頼され、会員のために役に立つ会議所 

ⅱ．地域の共通の課題解決に資し、社会に貢献する会議所 

ⅲ．高い持続可能性を持ち、積極的に行動する会議所 



 

 

１．会員拡大事業の推進 

会員数の増加は、商工会議所の存在価値向上と会員相互の連携による組織活動の活性化を図

ると同時に財源増加にもつながり、会員組織率の向上は大変重要である。それには、新規会員

の入会勧誘とともに既存会員の退会防止を図っていく。 

 

(1) 会員増強の推進 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 役員、議員、各部会、事務局が一体となった増強活動の推進 

② 市内非会員事業所の把握 

③ 大型店のテナントやチェーン店等への加入促進 

④ 新たな会員獲得手法や勧誘ツールの研究 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

(2) 退会防止の強化 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 商工会議所事業への参加促進 

② 新入会員への重点的なフォローアップ 

③ 新たな会員表彰制度の実施 

業務部 

業務部・企業支援部 

業務部 

 

 

 

 

 

 



 

 

２．行政･関連団体と連携した地域振興事業の推進 

商工会議所が地域経済社会全体の発展を目的とする公共的団体であり、また、地域の進展が

商工業の振興に密接に関わることから、行政･関連団体と連携して地域振興事業を推進する。 

 

(1) まちの活性化への取り組み 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① イベント情報の提供 

② 武蔵野市観光機構等との連携・協力 

③ 各地区活性化団体との連携・協力 

④ まちの賑わいづくり、活性化および集客力向上への寄与 

⑤ 吉祥寺地区･中央地区･武蔵境地区との連携･協力 

⑥ まちづくりの諸計画との連携 

⑦ まちの更新･リニューアルへの関わり 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

(2) 地域の課題解決への貢献  

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 安全･安心施策への取り組み     

② 環境行動計画の推進 

③ 駅前滞留者対策等、防災対策への協力 

④ 駅周辺の交通対策･歩道環境整備への関わり  

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

 

 

 



 

 

３．会員相互の融和事業の推進 

 商工会議所の会員相互の業種の垣根を超えた交流･情報交換により、経営力の強化や新たな

事業分野への事業展開の芽を見いだし、新しいビジネスチャンスを生み出していく。 

 

(1) 商工会議所全体事業の充実および促進 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① ビジネスチャンス拡大事業の推進 

② 会議所利用の促進 

③ 事業活動への会員参加 

④ 会員広報活動の充実支援 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

(2) 特色のある部会、女性会、異業種交流活動の推進 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 部会活動の促進 

② 女性会活動の促進 

③ 異業種交流プラザ活動の促進 

④ 合同事業の促進 

業務部・企業支援部 

企業支援部 

企業支援部 

業務部・企業支援部 

 

 

 

 

 

 



 

 

４．商工会議所固有の事業の推進 

委員会活動による様々な事業の推進や各種課題解決をはじめ、人材育成・能力開発、政策提

言など多岐にわたる固有の事業を推進し、総合的に企業をサポートする。 

 

(1) 委員会活動の促進  

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 各委員会による調査・研究および事業の促進 業務部・企業支援部 

(2) 人材育成・能力開発の支援  

＜実施施策･事業＞ 所管 

① パソコン教室の円滑な運営、新規講座の研究 

② 各種検定試験の施行 
業務部 

業務部 

(3) 共済制度の推進 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 保険共済制度の促進 

② 特定退職金制度の促進 

③ 損害保険制度の促進 

企業支援部 

企業支援部 

企業支援部 

(4) 各団体と連携した事業の推進 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 関係諸団体への協力と支援強化 

② 街全体の防災対策への協力 

③ 受託事業の継続実施 

業務部 

業務部 

業務部・企業支援部 

(5) 政策提言機能の強化 



 

 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 企業の経営課題、地域の課題解決に向けての提言・要望 

② 日本商工会議所および各地商工会議所との連携 

業務部・企業支援部 

業務部・企業支援部 

 

５．経営支援の強化 

中小･小規模事業者の事業の発展のためには、相談から課題の解決の各段階で事業所に寄り

添った支援･協力を提供する伴走型支援をはじめ、人材育成、創業支援など多岐にわたる事業

を推進し、総合的に企業をサポートする。 

 

(1)金融支援の強化 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 小規模事業者経営改善資金の利用促進 

② 金融相談支援の充実 

企業支援部 
企業支援部 

(2)中小企業の活力強化 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 中小企業支援施策を通じた経営力の向上 

② 経営改善普及事業の着実な実行 

③ 創業支援の実施 

④ 事業承継への支援 

企業支援部 
企業支援部 
企業支援部 
企業支援部 

 

 

 



 

 

６．会議所運営基盤の強化 

継続的な事業遂行のためには、中期の財政見通しの上に立った計画的な事業運営が求められ

ている。無駄や非効率を排した財務規律の確立と収入構造の強化、また同時に事務局組織の生

産性の向上を図らなければならない。 

 

(１)財務の健全化 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 中期財務計画の策定 

② 収益事業の推進および新たな収益事業の開拓 

③ 検定試験の拡充と各種講座の充実 

業務部 

業務部・企業支援部 

業務部 

(2)事務局組織の体制強化  

＜実施施策･事業＞ 所管 

① コンプライアンスの確保 

② ＢＣＰ(事業継続計画)の推進 

③ 人材育成基本方針の推進 

④ 所内情報の共有化･活用の推進 

業務部 

業務部 

業務部 

業務部 

(3)情報発信機能の強化 

＜実施施策･事業＞ 所管 

① 会議所ホームページおよび公式フェイスブックの一層の充実 

② メディアの活用(マスコミとの連携によるプレスリリースの強化等) 

③ 情報提供の充実 

業務部 

業務部 

業務部 

 


